
 

 

 

 

 

 

四国中央市成年後見制度中核機関活動実績 

（令和 2 年 4 月~令和 7 年 12 月） 

 

 

 

 

 
  



 

 

【参考】中核機関活動実績（令和７年 12 月 31 日現在） 

 

１．中核機関の活動について 

 

（１）司令塔機能（地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進強化に向けて、全体構想の設計と、その

実現に向けた進捗管理・コーディネート等を行う） 

   ①中核機関による担当者会の開催   

    ・出席職員：生活福祉課・長寿支援課・社会福祉協議会成年後見サポートセンター 

    ・内容：成年後見制度利用促進基本計画の進捗状況の管理、ケース検討、審議会・協議会準備 

 ②四国中央市成年後見制度利用促進審議会条例の策定（令和 2 年 6 月 29 日） 

 ③四国中央市成年後見制度利用促進連携協議会要綱の策定（令和 3 年 8 月 10 日） 

 ④四国中央市成年後見制度受任者調整等委員会要綱の策定（令和 6 年 4 月 30 日） 

 

（２）事務局機能（地域における「協議会」を運営） 

  【協議会】 

① 四国中央市成年後見制度利用促進連携協議会（開催回数） 

年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

回数 0 1 2 ２ １ ２ 8 

② 四国中央市成年後見制度利用促進連携協議会（議題） 

 開催日 議題 

第 1 回 令和 3 年 10 月 7 日 基本計画概要説明・中核機関の役割と取組み報告 

第 3 回 令和 4 年 9 月 29 日 中核機関活動報告・専門職団体の現状と課題 

第 4 回 令和 5 年 2 月 14 日 第 2 期基本計画（国）概要説明・市民後見人について 

第 5 回 令和 5 年 7 月 25 日 受任調整・市民後見人・消費者安全確保地域協議会 

第 6 回 令和 5 年 11 月 29 日 受任調整・市民後見人・消費者安全確保地域協議会 

第 7 回 令和６年８月 28 日 市第２期計画素案検討・消費者安全確保地域協議会 

第 8 回 令和 7 年 5 月 28 日 市第 1 期計画実績報告・消費者安全確保地域協議会 

第 9 回 令和 7 年 10 月 29 日 市民後見人養成研修進捗状況・消費者安全確保地域協議会 

 ※第 2 回協議会は新型コロナウイルス感染対策のため中止。 

    ※第 9 回より、四国中央金融協会が協議会へ参画。 

【審議会】 

 ① 四国中央市成年後見制度利用促進審議会（開催回数） 

年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

回数 1 1 2 1 2 １ 8 

  

年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

回数 11 10 11 12 12 ９ 65 



 

 

 

② 四国中央市成年後見制度利用促進審議会（議題） 

 開催日 議題 

第 1 回 令和 3 年 2 月 24 日 基本計画概要説明・中核機関の役割と取組み報告 

第 2 回 令和 4 年 3 月 2 日 中核機関の役割と取組み報告・国基本計画案について 

第 3 回 令和 4 年 10 月 12 日 重点施策の達成状況・次期重点施策（案）について 

第 4 回 令和 5 年 3 月 16 日 基本計画中間見直しについて 

第 5 回 令和 6 年 3 月 19 日 活動報告・次期計画見直しについて 

第 6 回 令和 6 年 10 月 30 日 市 2 期計画（案）について（案を承認） 

第 7 回 令和 7 年 2 月 12 日 
市 1 期計画実績・市 2 期計画（タウンコメントを受
けて）・市民後見人養成研修 

第 8 回 令和 7 年 5 月 12 日 成年後見制度中核機関の委託について 

 

 （３）進行管理機能【広報・相談・利用促進・後見人支援】（地域において「3つの検討・専門的判断」

を担保する） 

①広報機能 

ア）広報活動の推進 

  ・パンフレットの配布 3,866 部（令和 7 年度：732 部） 

  ・中核機関案内リーフレットの配布 301 部（令和 7 年度） 

 

 イ）市民向け啓発活動（主催：地域包括支援センター・成年後見サポートセンター） 

市民向け啓発活動は、地域包括支援センターと社会福祉協議会の成年後見サポートセンターで実

施しています。 

    ◇市民向け研修会 

年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

回数 3 3 ３ 3 2 １ 15 

参加人数 75 57 105 253 163 29 682 

    ◇出前講座 

年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

回数 0 0 2 4 0 ０ ６ 

参加人数 0 0 24 65 0 ０ 89 

 

  ウ）介護サービス事業所向け啓発活動（主催：地域包括支援センター） 

年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 計 

回数 1 1 1 1 1 ５ 

参加人数 61 81 47 48 50 287 

  ※令和 2 年度・令和 3 年度はオンライン開催 



 

 

エ）障がいサービス事業所向け啓発活動（主催：成年後見サポートセンター） 

年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 計 

回数 1 1 2 2 1 7 

参加人数 12 9 22 31 16 90 

 

オ）サービス事業所（介護・障がい）向け啓発活動 

年度 令和７年 計 

回数 1 １ 

参加人数 53 53 

    ※令和 7 年度より、介護・障がいサービス事業所向け研修会を合同で実施。 

 

   ②相談機能（権利擁護支援の方針についての検討・専門的判断） 

   中核機関に相談があった場合、権利擁護支援チームを編成し、本人意思及び権利擁護支援が必要

な状況の把握のために「ケース会議」を開催します。その後、ケース会議の内容を中核機関の「方

針決定会議」にて権利擁護支援の方針についての検討をします。 

 

  ア）中核機関に相談のあった事例 

◇権利擁護支援チームのケース会議 

年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和７年 計 

回数 16 8 6 7 10 12 59 

  ◇相談ケースの概要 

項目/年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和７年 計 

受
付
機
関 

長寿支援課 11 5 3 6 10 8 43 

生活福祉課 2 0 1 1 0 2 6 

成年後見 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 
1 1 2 0 ０ 2 6 

合計 14 6 6 7 10 12 55 

相
談
者 

本人 1 0 ０ ０ ０ ０ 1 

家族、親族 1 0 ２ ０ ０ 1 ４ 

ケアマネジャー 6 3 ０ ０ 6 ０ 15 

相談支援専門員 1 1 ０ 1 0 １ ４ 

行政機関 3 0 ３ ３ ３ ８ 20 

医療機関 1 2 １ ３ ０ ０ 7 

その他関係機関 1 0 ０ ０ 1 ２ 4 

合計 14 6 6 7 10 12 55 



 

 

相
談
動
機 

預貯金等 

管理・解約 
11 4 3 ３ 2 10 33 

身上保護 2 1 3 4 7 ０ 17 

その他 1 1 0 0 １ ２ ５ 

合計 14 6 6 7 10 12 55 

 

  ◇対象者の概要 

項目/年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

性
別 

男性 9 3 3 ４ 3 ６ 28 

女性 5 3 3 3 7 ６ 27 

合計 14 6 6 7 10 12 55 

年
代 

40 歳未満 0 0 ０ 1 0 ０ 1 

40 代 1 0 ０ ０ ０ ０ 1 

50 代 0 1 ０ ０ ０ ３ 4 

60 歳～64 歳 1 0 １ ０ ０ ０ 2 

65 歳～69 歳 1 0 ０ ０ ０ ０ 1 

70 代 2 1 １ 4 3 ７ 18 

80 代以上 9 4 ４ ２ 7 ２ 28 

合計 14 6 6 7 10 12 55 

属
性 

認知症 11 4 ５ 4 10 ８ 42 

知的障がい 1 1 １ ０ ０ １ 4 

精神障がい 1 1 ０ 3 0 ３ 8 

その他 1 0 ０ ０ ０ ０ 1 

合計 14 6 ６ 7 10 12 55 

世
帯 

独居 6 4 0 1 8 ９ 28 

高齢者世帯 2 2 0 １ 0 ２ 7 

親子世帯 2 0 0 ０ 1 ０ 3 

施設等 4 0 6 5 １ １ 17 

合計 14 6 6 7 10 12 55 

 

 

 

 

 



 

 

  イ）相談機関による成年後見制度等に関する相談件数（実人数） 

項目/年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

長寿支援課 22 27 33 39 57 56 234 

生活福祉課 3 2 2 5 7 7 26 

成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 44 37 66 85 71 104 407 

合計 69 66 101 129 135 167 667 

 

③利用促進機能（本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討・専門的判断） 

    方針決定会議にて成年後見制度の利用が適切であると方針が決定したケースに関して、専門職の支

援を受けて「受任調整会議」を開催します。受任調整会議では、方針の再確認及び本人にふさわしい

後見人等の検討などを実施します。 

    ◇受任調整実績 

年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

回数 2 1 ０ １ 4 ４ 12 

候
補
者
内
訳 

専門職 1 1 0 ０ 2 2 6 

親族 ０ ０ ０ ０ ０ 0 0 

法人 1 ０ ０ １ １ 2 ５ 

その他 ０ ０ ０ ０ 0 0 ０ 

制度利用なし      ２ ２ 

  受任調整会議については、令和 5 年度までは個別に専門職に意見を伺い受任調整を実施してい

ましたが、令和 6 年 4 月 30 日に受任者調整等委員会要綱を策定、令和 6 年 7 月 16 日に第 1 回目

の委員会を開催しました。 

 

    ◇受任者調整等委員会の開催状況（令和 7 年 12 月末現在） 

日付 対象者数 結果（制度利用の必要性及び候補者等） 

令和７年４月 15 日 １ 制度利用の必要性低い。理由：他の制度利用を再検討。 

令和７年７月 15 日 １ 制度利用の必要あり。候補者：精神保健福祉士 

令和７年８月 19 日 ２ 
①制度利用の必要あり。候補者：法人後見（社協） 

②制度利用の必要あり。候補者：弁護士 

令和７年 10 月 24 日 ２ 
①制度利用の必要あり。候補者：法人後見（社協） 

②制度利用の必要性低い。理由：他の制度利用を再検討。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ④後見人支援機能（モニタリング・バックアップの検討・専門的判断） 

  裁判所から後見人等選任の審判が下りた後、後見人等を新たに加えた権利擁護支援のチームを再

編成するためケース会議を開催します。ケース会議では今後の後見事務や対象者の支援について関

係者で検討し共有します。 

◇権利擁護支援チームのケース会議  

 

 

２．その他の実績について 

（１）市長申立て 

部署/年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

生活福祉課 0 0 ０ １ 1 １ 3 

長寿支援課 2 1 ０ ４ 3 ４ 14 

合計 2 1 ０ ５ 4 ５ 17 

 

  （２）成年後見制度利用支援事業 

    四国中央市成年後見等制度利用者の助成に関する要綱により、成年後見制度の利用に係る費用を

負担することが経済的に困難であるものに対し、予算の範囲内で申立ての費用及び成年後見人等の

報酬を助成しています。 

部署/年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

生活福祉課 
件数 2 3 3 3 1 ０ 12 

金額 244,000 366,000 366,000 376,000 122,000 ０ 1,474,000 

長寿支援課 
件数 1 1 1 1 3 ３ 10 

金額 162,000 132,000 183,000 122,000 355,182 740,000 1,694,182 

合計 
件数 3 4 4 4 4 3 22 

金額 406,000 498,000 549,000 498,000 477,182 740,000 3,168,182 

年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

回数 2 2 ０ ３ 4 ２ 13 

後
見
人
等
内
訳 

専門職 1 2 0 2 3 １ 9 

親族 0 0 0 ０ 0 ０ 0 

法人 1 0 0 1 1 １ 4 

その他 0 0 0 ０ 0 ０ 0 



 

 

 

（3）市民後見人養成研修の実施 

市民後見人の養成について、愛媛県と連携し養成講座を行います。養成講座は「基礎編」と「実践

編」に分かれ、令和 6 年度は基礎編を開催しました。令和 6 年度及び令和 7 年度の基礎編修了者を

対象に、実践講義を開催しました。実践講義を修了された方の内、13 名（令和 6 年度基礎編修了の

方）が、令和 8 年 1 月 25 日に県が開催する実践演習を受講する予定です。 

◇開催概要 

受講者数/年度 令和 6 年 令和 7 年 

講座名 
基礎編 基礎編 実践編 

入門 基礎 入門 基礎 実践講義 実践演習 

受講者数 16 14 16 12 26  

 

３．中核機関担当者の研修参加実績 

（１）成年後見制度利用促進体制整備研修（国の研修） 

項目/年度 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 計 

基礎研修 2 0 2 ３ 1 １ 9 

応用研修 3 1 1 ３ 1 ０ 9 

 

  （２）中核機関担当者による実践報告 

    ①徳島県西部圏域研修会（令和 2 年 10 月 27 日） 

   主催：徳島県・徳島家庭裁判所・徳島県社協 

   場所：zoom によるオンライン開催 

   内容：講演「四国中央市の中核機関設置について」及び協議会におけるオブザーバー参加 

   参加：中核機関 石川 

    ②西条市成年後見制度利用促進基本計画学習会兼第 1 回ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ（令和 3 年 9 月 22 日） 

   主催：愛媛県・西条市・愛媛県社会福祉協議会 

   場所：西条市役所  

   内容：講演「四国中央市基本計画及び中核機関の活動について」 

   参加：中核機関 石川・合田 

③令和 4 年度愛媛県成年後見制度利用促進協議会（令和 4 年 12 月 14 日） 

主催：愛媛県・愛媛県社会福祉協議会 

場所：愛媛県総合社会福祉会館 

  内容：四国中央市協議会の活動報告を実施 

  参加：中核機関 合田・城戸 

 

 



 

 

 

（３）その他の研修会の参加実績（年度別） 

 ◇令和 2 年度 

研修名 場所 研修日 参加 

令和 2 年度成年後見制度利用促進セミナー 松山市 令和 2 年 9 月 9 日 3 人 

家事関係機関との連絡協議会 西条市 令和 2 年 11 月 17 日 3 人 

令和 2 年度成年後見制度利用促進検討会 西条市 令和 3 年 2 月 17 日 3 人 

◇令和 3 年度 

研修名 場所 研修日 参加 

家事関係機関との連絡協議会 西条市 令和 3 年 11 月 9 日 3 人 

令和 3 年度成年後見制度利用促進検討会 オンライン 令和 4 年 2 月 4 日 5 人 

令和 3 年度市民後見人・成年後見制度啓発

シンポジウム 
オンライン 令和 4 年 2 月 26 日 2 人 

K-ねっと全国セミナー 「福祉関係が知っ

ておきたい任意後見制度」 
オンライン 令和 4 年 3 月 8 日 2 人 

後見事務における意思決定支援 オンライン 令和 4 年 3 月 18 日 3 人 

    

◇令和 4 年度 

研修名 場所 研修日 参加 

第 158 回市町村セミナー 

「第二期成年後見制度利用促進基本計画に

おける市町村・都道府県の役割・取組」 

オンライン 令和 4 年 5 月 27 日 2 人 

成年後見制度利用促進・総合的な権利擁護

支援に係る地域巡回自治体セミナー 
オンライン 令和 4 年 7 月 22 日 2 人 

家事関係機関との連携協議会 
西条家庭裁判

所 
令和 4 年 11 月 2 日 3 人 

リーガルサポート会員との合同研修会 
西条市地域 

創生ｾﾝﾀｰ 
令和 4 年 11 月 26 日 2 人 

K-ねっと全国セミナー（福祉関係者のため

の任意後見の基礎知識） 
オンライン 令和 5 年 3 月 2 日 2 人 

令和 4 年度権利擁護支援シンポジウム 

「いま、成年後見人について考える」 
オンライン 令和 5 年 3 月 3 日 3 人 

令和 4 年度成年後見制度利用促進検討会 オンライン 令和 5 年 3 月 9 日 3 人 

 

 

 

 

 



 

 

 

◇令和５年度 

研修名 場所 研修日 参加 

令和 5 年度第 1 回愛媛県成年後見制度利用

促進協議会 
県総合福祉会館 令和 5 年 7 月 13 日 4 人 

令和 5 年度愛媛県成年後見制度 

利用促進セミナー 

松山市総合ｺﾐｭﾆ

ﾃｨｰｾﾝﾀｰ 
令和 5 年 9 月 20 日 4 人 

令和 5 年度第２回愛媛県成年後見制度利用

促進協議会 
県総合福祉会館 令和 5 年 10 月 10 日 4 人 

家事関係機関連絡会 西条家庭裁判所 令和 5 年 11 月 1 日 1 人 

愛媛県成年後見制度意思決定支援研修会 県総合福祉会館 令和 5 年 11 月 13 日 2 人 

令和 5 年度「持続可能な権利擁護 

モデル事業」研修 
オンライン 

令和 5 年 12 月 6 日 

令和 5 年 12 月 8 日 
1 人 

愛媛県成年後見制度利用促進検討会 オンライン 令和 6 年 1 月 31 日 ５人 

Ｋねっと全国セミナー「最後まで自分らし

く」を支えていくために 
オンライン 令和 6 年 2 月 26 日 2 人 

権利擁護シンポジウム「地域の権利擁護を

支える市民後見人」 
オンライン 令和 6 年 3 月 8 日 2 人 

 

◇令和 6 年度 

研修名 場所 研修日 参加 

令和 6 年度第 1 回愛媛県成年後見制度 

利用促進協議会 
県総合福祉会館 令和 6 年 7 月 10 日 2 人 

令和 6 年度愛媛県成年後見制度 

利用促進セミナー 
県総合福祉会館 令和 6 年 9 月 17 日 1 人 

令和 6 年度第２回愛媛県成年後見制度 

利用促進協議会 
にぎたつ会館 令和 6 年 10 月 4 日 1 人 

愛媛県成年後見制度意思決定支援研修会 にぎたつ会館 令和 6 年 11 月 20 日 1 人 

法人後見実施団体養成研修 県総合福祉会館 令和 6 年 12 月 5 日 2 人 

持続可能な権利擁護支援セミナー オンライン 令和 6 年 12 月 10 日 3 人 

持続可能な権利擁護支援セミナー オンライン 令和 6 年 12 月 16 日 3 人 

愛媛県成年後見制度利用促進検討会 県総合福祉会館 令和 7 年 1 月 12 日 5 人 

 

 

 

 



 

 

 

◇令和７年度 

研修名 場所 研修日 参加 

市民後見人養成 zoom ミーティング オンライン 令和７年５月 27 日 ６人 

令和７年度市町社協法人後見担当者連絡会 県総合福祉会館 令和７年６月 16 日 1 人 

市民後見人養成 zoom ミーティング オンライン 令和 7 年 6 月 23 日 ６人 

愛媛県成年後見制度利用促進検討会 

愛媛県成年後見制度利用促進セミナー 
県総合福祉会館 令和 7 年 7 月 11 日 ４人 

権利擁護推進のための担い手養成研修 県総合福祉会館 令和 7 年 8 月 20 日 ２人 

持続可能な権利擁護支援モデル事業連絡会 オンライン 令和 7 年 9 月 19 日 ３人 

愛媛県成年後見制度利用促進協議会 県総合福祉会館 令和 7 年 10 月 6 日 ４人 

家事関係機関連絡協議会 松山家裁西条支部 令和 7 年 10 月 30 日 ３人 

愛媛県成年後見制度意思決定支援研修会 県総合福祉会館 令和 7 年 11 月 18 日 ３人 

令和 7 年度法人後見実施団体養成研修 県総合福祉会館 令和 7 年 12 月 15 日 １人 

 


